
（平成２２年９月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 7 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山厚生年金 事案 580  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年 12 月 21 日から 37 年１月 21 日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係

る記録を 36 年 12 月 21 日に、資格喪失日に係る記録を 37 年１月 21 日に訂正

し、当該期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年９月 26 日から同年 12 月 26

日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＣ社における資格取得日に係る記録を同

年９月 26 日に、資格喪失日に係る記録を同年 12 月 26 日に訂正し、当該期間

の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年９月から37年２月まで 

② 昭和41年９月26日から42年10月１日まで 

申立期間①については、Ｄ市町村Ｅ地区のＡ社で勤務した。当時の給与支

給明細書（昭和 37 年１月分）から厚生年金保険料が控除されているので、

当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

申立期間②については、Ｆ市町村のＣ社で勤務した。当時の賃金明細表（昭

和 41年 10月分、同年 11月分、同年 12月分）から厚生年金保険料が控除さ

れているので当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人保管の昭和 37 年１月分の給与支給明細書の保険料控除記録、給与

期間及び出勤日数により、申立人は、申立期間①のうち、昭和 36 年 12 月

21 日から 37 年１月 21 日までの期間において、Ａ社に勤務し、当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら



れる。 

また、申立期間①のうち昭和 36 年 12 月 21日から 37 年１月 21 日までの

期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律（以下、特例法という。）に基づき、標準報酬月額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、上記給与支給

明細書の報酬月額に基づく標準報酬月額から１万 6,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社は、「当時の資料は無く不明である。」と回答しているものの、申立期間①

のうち昭和 36 年 12 月 21 日から 37 年１月 21 日までの期間に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番が見当たらないこと

から、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考え難い

上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合

には、その後、被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え

難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出

は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 36 年 12

月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間①のうち昭和 36 年 12 月 21日から 37 年１月 21 日以外の

期間について、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、当該

期間において被保険者であった同僚で連絡の取れた 23 人は、申立人のこと

を記憶しておらず、同社における申立人の勤務実態について確認できなかっ

た。 

また、Ｂ社の事業主は、「当時の資料はもとより、当時を知る者も皆無な

ので、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明である。」

と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①のうち昭和 36 年 12月 21日から 37年１月

21 日以外の期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間①のうち昭和 36 年 12 月 21 日から 37 年１月 21 日以外

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

２ 申立人保管の昭和 41年 10月分、同年 11 月分、同年 12月分の賃金明細表

の保険料控除記録、賃金期間及び出勤日数により、申立人は、申立期間②の

うち、昭和 41年９月 26日から同年 12月 26 日までの期間において、Ｃ社に



勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間②のうち昭和 41年９月 26日から同年 12月 26日までの期

間の標準報酬月額については、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。したがって、上記賃金明細表の保険料

控除額に基づく標準報酬月額から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ

社は、「当時の資料は無く不明である。」と回答しているものの、申立期間②

のうち昭和 41年９月 26日から同年 12月 26日までの期間に係る健康保険厚

生年金保険被保険者原票の健康保険整理番号に欠番が見当たらないことか

ら、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考え難い上、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その

後、被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、いずれの

機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いこと

から、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 41 年９月から同年

11月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち昭和 41 年 12 月 27日から 42 年 10 月１日までの

期間について、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、当該

期間において被保険者であった同僚で連絡の取れた 12 人は、申立人のこと

を記憶しておらず、同社における申立人の勤務実態について確認できなかっ

た。 

また、Ｃ社の事業主は、「当時の事情を知る者はおらず、当時の資料は会

社を移転した時に破棄し、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除につ

いては不明である。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間②のうち昭和 41 年 12 月 27 日から 42 年 10

月１日までの期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間②のうち昭和 41 年 12 月 27 日から 42年 10 月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における船員保険の資格取得日は、昭和 20 年３月１日である

と認められることから、申立期間に係る船員保険被保険者資格取得日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万 2,000円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年３月から 22年 12月１日まで 

私は、昭和 20年１月 17日からＢ市町村にあったＡ社の訓練所で３か月の

訓練を受けている時に、Ｃ地区の大空襲により自宅に帰って待機をしていた

ところ、国（Ｄ社）の命により、ⅰ）20 年３月か４月ごろにＥ市町村のＦ

港へ行き、Ａ社所有の「Ｇ船」に機関士見習として乗船し、同年８月に怪我

をして下船し療養していた。ⅱ）20年 10月にＨ地区でＡ社所有の「Ｉ船」

に乗船し 21年 10月に下船した。ⅲ）21年 10 月にＪ港でＫ社所有の「Ｌ船」

に乗船し、同年 12月に下船した。ⅳ）22年４月にＭ港でＡ社所有の「Ｎ船」

（引揚げ船）に乗船し、同年 10 月に下船した。申立期間は、下船中も継続

してＤ社から給料が支給され、船員保険料も控除されていたので船員保険被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 20 年１月 17 日からＢ市町村にあったＡ社の訓練所で３か

月の訓練を受けている時に、Ｃ地区の大空襲により自宅に帰って待機をしてい

たところ、同年３月か４月ごろに国の命令でＥ市町村に行った。」と供述して

いることから、申立人が、申立期間において同社で勤務していたことがうかが

える。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格取得日は、昭和

22年 12月１日となっているが、Ａ社に係る申立期間の船員保険被保険者名簿

には、整理番号が＊で、申立人の氏名と読み方は同じであるが氏名の一字（Ｏ

氏）が相違し、生年月日（昭和２年＊月＊日）が異なる被保険者で 20 年３月

１日に資格取得し、22 年４月１日に標準報酬月額の随時改定が行われている



ことが確認できるものの、資格喪失日が空欄となっている記録が確認できる。 

また、申立人がＡ社の次に勤務したとしているＰ社に係る船員保険被保険者

名簿において、申立人の記録に係る備考欄には、「＊」と記載されており、Ａ

社に係る船員保険被保険者名簿の整理番号と一致している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 20 年３月１日に船

員保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間の船員保険被保険者名

簿が不完全な状態であり、当時の記録のすべてが確認できないことから、国民

年金法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 34 号）附則第 53 条の規定

に準じ、１万 2,000円とすることが妥当である。 

 



和歌山国民年金 事案 651  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年６月から同年７月までの期間、55年４月から同年５月ま

での期間及び平成２年１月から８年１月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和53年６月から同年７月まで 

② 昭和55年４月から同年５月まで 

③ 平成２年１月から８年１月まで  

申立期間①及び②については、昭和 59 年８月ごろ、自宅を建築するに当

たり、Ａ社Ｂ支店（当時）に発注した時に年金住宅融資（公庫資金との併せ

貸し融資）を受けた。当該融資の申込みを行う際、Ｃ銀行の窓口で国民年金

保険料に未納があると融資を受けることができないとの説明を受け、未納で

あった国民年金保険料をさかのぼってすべて支払った。また、申立期間③に

ついても、保険料を納付しているはずなので、記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について、Ｄ市町村保管の国民年金被保険者名簿による

と、申立人は、昭和 55年６月 17日に任意加入被保険者として国民年金の被

保険者資格を初めて取得していることが確認できる上、これ以前に、申立人

に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせ

る事情も見当たらないことから、当該期間は国民年金の未加入期間であり、

国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立人は、昭和 59 年８月ごろ、年金住宅融資（公庫資金との併せ

貸し融資）の申込みの際、未納であった国民年金保険料をさかのぼってすべ

て納付したと主張しているところ、57年４月から 58年３月までの保険料を

さかのぼって過年度納付していることは確認できるが、59年８月の時点で、

申立期間①及び②は、時効により国民年金保険料を納付することができない

期間に該当する。 

さらに、Ａ社Ｂ支店及びＣ銀行に照会したが、いずれも申立人に係る当時

の住宅融資に関する資料は保管していないとの回答であった。 

２ 申立期間③について、戸籍の附票によると、申立人は、昭和 59年 11月１

日にＤ市町村からＥ市町村（現在は、Ｆ市町村）に住所変更しているが、同



市町村が保管する国民年金被保険者名簿には、申立人に係る記載が確認でき

ないことから、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を喪失した平成２年１

月以後、同市町村において、国民年金の加入手続を行っておらず、当該期間

は、国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料を納付することはできな

い。 

また、申立期間③の国民年金保険料については、申立人の納付時期、納付

方法等の記憶はあいまいであり、保険料の納付状況は不明である。 

３ 申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料の納

付をうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



和歌山国民年金 事案 652  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年７月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年７月から 40年３月まで 

昭和 37 年７月ごろに母が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料は、母が兄と同じように集金人に払っていた。申立期間について、

母及び兄の記録は納付済みとなっているのに、私の記録が未納となっている

のは間違いだと思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 37年７月ごろに母が国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料は、母が兄と同じように集金人に払っていた。」と主張して

いるが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番

号は昭和 39 年 10 月 30 日にＡ市町村において払い出されていることが確認で

きる上、戸籍の附票によると、申立人は、申立期間中の 37 年 11 月 10 日から

38年８月８日までの期間について、申立人の母親及び兄の住所地（Ａ市町村）

とは異なるＢ市町村に転居していることが確認できることから、申立人の主張

には不自然さが見られる。 

また、上記の国民年金手帳記号番号の払出日以前に、申立人に対して、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当た

らない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の国民年金保険料納付

に関与しておらず、これらを行っていたとされる申立人の母親は、高齢等のた

め、当時の状況について具体的な供述は得られず、申立人の国民年金への加入

状況及び保険料の納付状況は明らかでない。 

加えて、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山国民年金 事案 653  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

平成３年４月から学生も国民年金に強制加入となることから、同年３月ご

ろに母が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付して

くれた。母から、「２年間分の保険料は払っているから。」と聞いた記憶がは

っきりとあるので、申立期間について、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成３年３月ごろに母が国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付してくれた。」と主張しており、申立人の国民年金の

加入手続及び申立期間の国民年金保険料納付を行ったとする申立人の母親は、

「当時、学生であった申立人に代わって国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料は、送られてきた納付書により銀行で納付した。」と証言しているが、

オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険の被保険者番

号であり、当該基礎年金番号で平成 18 年４月以降の国民年金保険料が納付さ

れていることが確認できるところ、制度上、基礎年金番号で国民年金保険料が

納付できるのは９年１月１日以降である。このため、申立期間当時、国民年金

保険料を納付するには、別途国民年金手帳記号番号が払い出されていることが

必要となるが、申立人に対し、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人の母親から、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

うかがわせる具体的な供述は得られない上、申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



和歌山厚生年金 事案 576  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和63年１月ごろから平成元年４月１日まで 

② 平成元年８月24日から５年４月１日まで 

私は、失業保険を受給後の昭和 63 年１月ごろからＡ事業所（現在は、Ｂ

社）で勤務していたが、Ａ事業所の営業所長がＣ社を設立したので、私は、

Ａ事業所からＣ社に移り、平成元年８月 24 日からは引き続き同社で５年５

月 21日まで勤務した。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録では、Ａ事業所での厚生年金保険

加入期間は平成元年４月１日から同年８月 24 日までとなっており、Ｃ社で

の厚生年金保険加入期間は５年４月１日から同年５月 21 日までとなってい

るので、申立期間について記録の訂正を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、当該期間に被保険者記録が確認でき、連絡が取れた同僚 15 人の

うち６人は、「申立人は、Ａ事業所で勤務していた。」と供述している上、昭

和 63 年２月 27 日に当該事業所で被保険者資格を取得している同僚は、「申

立人は、自分より先に入社していた。」と供述していることから、申立人は、

当該期間において当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、前述の同僚 15 人のうち、自身の入社時期を記憶している

同僚は９人おり、そのうち５人は入社時期と厚生年金保険被保険者資格の取

得日が最長で約２年３か月相違していることから、Ａ事業所では、当時、必

ずしもすべての従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけ

ではないことがうかがえる。 

また、Ａ事業所における当時の事業主及び社会保険事務担当者は既に死亡

している上、前述の同僚 15 人からも、申立期間①における申立人の厚生年



金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について供述は得られなかっ

た。 

さらに、申立人のＡ事業所における雇用保険被保険者資格取得日及び離職

日は、オンライン記録における厚生年金保険被保険者資格取得日及び資格喪

失日（離職日の翌日）と一致している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ａ事業所からＣ社に移った同僚７人のうち、死亡し

ている者を除く４人からは、申立人がＡ事業所から引き続きＣ社に移ったこ

とについて具体的な供述は得られなかったものの、申立人は、「Ａ事業所か

ら引き続いて、Ｃ社に移り勤務していた。」と供述しているところ、申立人

のＣ社における雇用保険被保険者記録によると、申立人は、平成５年２月１

日に雇用保険の被保険者資格を取得していることが確認できることから、申

立人は、当該期間のうち少なくとも同年２月１日以降の期間について、同社

に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｃ社の事業主は、「Ｃ社の厚生年金保険新規適用日は平成

５年４月１日であり、自分は、当該日より前の期間は国民年金に加入してい

た。」と供述しており、オンライン記録によると、当該事業主は、同社の厚

生年金保険の新規適用日より前の期間は国民年金に加入していることが確

認できる上、同社におけるすべての従業員についても、当該日より前に同社

における厚生年金保険被保険者資格を取得している者は見当たらない。 

さらに、前述の同僚４人からは、申立期間②における申立人の厚生年金保

険料の控除について供述は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 577  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年２月から 32年２月まで 

私は、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所でＣ商品販売の営業職に従事し、

給与から厚生年金保険料が差し引かれていた。 

当時の申立事業所における野球チームの集合写真も提出するので記録の

訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された野球チームの集合写真において、ユニフォームに「Ａ

社」の文字が確認できること、及び同僚の供述から、期間は特定できないもの

の、申立人がＡ社Ｂ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社Ｂ事業所が申立期間において

厚生年金保険の適用事業所であった記録は確認できない。 

一方、申立人及び同僚が、申立期間においてＡ社Ｂ事業所に勤務していたと

記憶する上司及び同僚の一人については、同社本社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿においてその氏名が確認できることから、同社では、同社Ｂ事

業所に勤務していた者は同社本社の被保険者として届出を行っていたことが

推認できるが、当該被保険者名簿によると、同社本社は、昭和 32 年１月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間の大部分は適用事業所と

なる前の期間である。 

また、Ａ社の申立期間当時の専務は、「自分は、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となる前から勤務していたが、その期間は厚生年金保険には加入してい

なかった。経営が大変でそれどころではなかったと思う。」と供述している。 

さらに、申立人及び複数の同僚の供述から、申立期間当時、Ａ社本社及び同

社Ｂ事業所を合わせて、少なくとも約 20 人の従業員が勤務していたことがう

かがえるが、上記の被保険者名簿において、新規適用日である昭和 32 年１月



１日に資格取得している者は 10 人であることが確認できる上、前述の野球チ

ームの集合写真に写っている申立人が記憶する同僚６人のうち４人について

も、当該被保険者名簿に氏名が記載されていないことが確認できることから、

同社では、当時、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけで

はないことがうかがえる。 

加えて、Ａ社は、昭和 32年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、当時の事業主も既に死亡しているため、申立人の申立期間における

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年２月１日から３年２月１日まで 

申立期間については、Ａ社に勤務しており、同社において厚生年金保険に

加入していたと思うので、厚生年金保険被保険者期間となるよう記録の訂正

を希望する。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び同僚の供述から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の現事業主は、「申立期間当時、厚生年金保険に加入さ

せていない従業員がいた。」と回答している上、オンライン記録によると、申

立期間当時の同社における厚生年金保険の被保険者は、役員２人及び女性従業

員１人の計３人であり、申立人が記憶している申立人と同じ業務に従事してい

た営業職の男性の同僚が被保険者になっていないことが確認できることを踏

まえると、申立期間当時、同社ではすべての従業員を厚生年金保険に加入させ

ていなかったことがうかがえる。 

また、上記の現事業主は、「申立人に関する資料は既に破棄しており、申立

人に係る厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答している。 

さらに、申立人の国民健康保険の加入記録において、申立人は、申立期間を

含む平成２年８月 23 日から８年２月２日まで国民健康保険に加入していたこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



和歌山厚生年金 事案 579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年12月17日から44年１月３日まで 

私は、Ａ事業所（昭和 41 年 12月１日に、Ｂ社として法人化）の１号店（Ｃ

駅前店）が開店した昭和 40 年 12 月 17 日から同事業所での勤務を始め、41

年の夏ごろから半年か１年ほど休職していた期間があるものの、平成３年

11月まで勤務していた。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録によると、昭和 40 年 12 月 17 日

から 44 年１月３日までの期間が厚生年金保険に未加入とされているので、

調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の「１号店が開店した昭和 40年 12月ごろ、申立人は、Ａ事業所

で勤務していた。」との供述及び雇用保険の記録（被保険者期間は、昭和 42

年 12月１日から平成３年 11月 15日まで。）から、休職期間が特定できないも

のの、申立人が申立期間の一部期間において、同事業所に勤務していたことが

推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ事業所は、昭和 41 年２月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、40 年 12 月 17

日から 41年１月 31日までは適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、申立期間におけるＡ事業所及びＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票において、健康保険整理番号に欠番は無く、社会保険事務所において

申立人の記録が欠落したものとは考え難い上、申立人が１号店において一緒に

勤務していたとする同僚二人の氏名は、同事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票において確認できないことから、同事業所では、すべての従業員

を厚生年金保険に加入させていたわけではないことがうかがわれる。 

さらに、日本年金機構が保管するＤ市町村役場作成の国民年金被保険者名簿



において、申立人のものと考えられる国民年金の未統合記録があり、申立期間

のうち、昭和 40年４月から 42年３月までは申請免除期間、同年４月から同年

９月までは現年度納付期間、43年４月から同年 12月までは申請免除期間であ

ることが確認できるところ、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証に

おいて初めて資格を取得した日として、「昭和 44年１月４日」と記入されてお

り、申立人は、申立期間において厚生年金保険に加入していなかったことがう

かがわれる。 

加えて、Ｂ社の元事業主は、「平成４年５月に会社倒産に至り、書類散逸し

ており、記憶も定かではない。申立期間において、申立人の給与から保険料を

控除したかどうかは不明で、保険料控除を確認できる資料は保存していない。」

と回答しているほか、申立期間において同事業所で被保険者資格が確認できる

同僚４人は、「申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたかどうか知

らない。」と供述しており、申立人の申立期間における保険料控除を確認する

ことはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


